
　

１　積算基準

　　　土木工事標準積算基準書 令和7年度10月1日以降適用 (電気通信編・機械編)による。
　　　上記基準以外の項目は「設計業務等標準積算基準書（令和7年度10月1日以降適用版）」
　　による。

２　旅費交通費の積算上の基地

　　旅費交通費は、積算上の基地を「盛岡市」としています。

３　直接労務費
　　・本業務に係る労務数量：43.5人

４　派遣費（積上分）
　　・点検業務：盛岡市～小本川水門
　　・点検構成：5人体制(標準点検構成員)
　　・派遣費：（盛岡市役所～岩泉町役場の1往復）+（岩泉町役場～小本川水門の9往復）
　　　　　　　　+（日当）+（基準日額）

５　宿泊費（積上分）
　　・点検業務：盛岡市～小本川水門
　　・点検構成：5人体制(標準点検構成員)
　　・宿泊費：9泊
   ※「宿泊費」と「宿泊手当」については、それぞれ一般職の職員等の旅費に関する
　　　条例の「宿泊料」と「日当」に読み替えて計上している。

公所名　沿岸広域振興局土木部岩泉土木センター

入札時（見積）積算参考資料

業務名　：　二級河川小本川筋小本川水門保守点検(機械設備)業務委託

　この資料は、入札者の迅速な見積りに資するとともに、発注者が用いた積算資料を参考とし
て提示するもので、契約上拘束力を生じるものではなく、誤謬または契約後の条件変化による
場合を除き、契約上の変更対象となりません。
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